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住宅産業振興連盟の趣旨に賛同し入会します
　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　口　　　　　　　　　円
 
　　　　　　　　〒

（勤務先に案内を送付する場合は次にご記入下さい。）
　　　　　　　　〒

　本会は、全国の住宅関連産業界の政治意識を穣成し、同
業界の発展を図ると共に、国民の「豊かな住生活の実現」
のために必要な政治活動を行うことを目的とする。

①研究会、講演会等の開催
②機関紙、その他印刷物の発行
③関係諸団体との連携
④その他、本会の目的達成に必要な事業

１. 国の政策の柱に住宅政策を据え、生活大国へ。
２. 住宅・住環境は国民の生活基盤であり、活力と創造
の源泉。良質な住宅ストックの構築を。

３. 住宅・まちづくりから新エネルギーを創出し、省資
源と地球環境に寄与。

４. 内需の柱としての住宅産業は地方経済に寄与し、我
が国の持続的経済成長に貢献。

５. 住宅に係る消費税は、欧米先進国と同様に軽減税率
や還付など軽減措置を図るべき。

　わが国も、豊かな住生活を目指す「住生活基本法」
の制定以来、2009年６月には「長期優良住宅普及促進
法」が施行され、良質な住宅・住環境の実現に向けて
歩み出しました。
　しかし、未だに私たちの住生活は先進諸国にはほど
遠く、実効ある住宅施策の充実が望まれるところで
す。特に、住宅にかかる消費税につきましては、住宅
取得者にとって過大な税負担であり、さらに、将来の
消費税増税に対する不安が増大しています。今こそ、
住宅取得に係る消費税の抜本的見直しが図られねばな
りません。
　こうした中で、本会は、住宅関連産業界の政治意識
を穣成し、住宅業界の発展を図ると共に、国民の「豊
かな住生活の実現」のために必要な政治活動を行うこ
とを目的として設立されました。
　何卒、本会の趣旨、目的にご賛同いただきまして、
ご入会賜りますようお願い申し上げます。

住宅産業振興連盟
　会長　樋口武男

住宅産業振興連盟（略称住産連）
http：//www.jyusanren.jp

事務局　〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-6-6 晩翠軒ビル1階
TEL ： 03-3519-6860　FAX ： 03-3519-6861
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住宅産業振興連盟入会申込書

入会のご案内

〈入会と会費〉
・本会の趣旨に賛同される個人はどなたでも入会できます
・会費は、年会費１口1,000円からです。
 （例）2口2,000円　 10口10,000円など
FAX又は郵送にて事務局までご送付ください。

役　　員

目　　的

事　　業

豊かな住生活を実現するための住宅政策

FAX：03-3519-6861　お問い合わせ：03-3519-6860
住産連ホームページからも入会できます
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1. 住宅取得に係る消費税の抜本的見直し
住宅は誰もが必要な大切な生活基盤であることに鑑み、欧米
諸国と同様に、軽減税率や還付などの軽減措置を図るべき。
住宅の税金は取得時負担から保有時課税へ。

２.エコポイント、フラット35に替わる
　 新たな住宅支援策の創設

平成23年にひきつづき省エネに貢献し、かつ優良な住
宅への支援。

3. 住宅取得資金の贈与非課税の充実と継続
H23年末終了の、直系尊属（親・祖父母）からの贈与非
課税制度の充実と継続。

4. 新エネルギーを創出する住宅の支援
太陽光発電、燃料電池、風力発電など、住宅・まち
づくり・リフォームにおける自然エネルギーの利活
用の促進。

5. 新しい住宅金融のしくみづくり
取得リスクの軽減を図るノンリコースローンや、高
齢期の生活にゆとりを生み出すリバースモーゲージ
（住宅担保ローン）の導入促進を図る。

6. 住宅ローン減税の恒久化
租税特別措置法での短期時限的措置から、豊かな国民
生活を生み出す本格的な税制として立法化。

〖バリアフリーで楽々生活〗〖バリアフリーで楽々生活〗 〖可変性確保で簡単なリフォーム〗〖可変性確保で簡単なリフォーム〗 〖税の軽減でゆとりある敷地〗〖税の軽減でゆとりある敷地〗
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1. 現在及び将来の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等
2. 住民が誇りと愛着を持つことのできる良好な住環境の形成
3.民間活力、既存ストックを活用する市場の整備と消費者利益の保護
4. 低額所得者、高齢者、子育て家庭等の居住の安定と確保

＜住生活基本法（平成 18年 6月 8日公布・施行）＞　　
 基本理念　

安全・安心・快適の住宅・住環境を！！

豊かな住生活の実現に向けて

世界各国の消費税比較
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〖耐震・耐久・省エネで安全・快適な生活〗〖耐震・耐久・省エネで安全・快適な生活〗
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